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10月31日㈭納付期限 国民健康保険料第５期、後期高齢者医療保険料第４期、市・府民税第３期

固
定
資
産
税

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

新
築
・
増
築
家
屋
（
住
宅
、
店
舗
、

事
務
所
、
倉
庫
、
車
庫
な
ど
）
の
外

観
確
認
や
内
装
の
聞
き
取
り
を
す
る

た
め
、
徴
税
吏
員
証
を
携
帯
し
た
市

職
員
が
訪
問
し
ま
す
。

◆
家
屋
の
滅
失
届

　

今
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場

合
、
次
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

滅
失
届
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
法
務
局
で
滅
失
登
記
し
た
場
合
は

提
出
不
要

◆
未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更

　

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
更
に

な
っ
た
場
合
、
未
登
記
家
屋
名
義
変

更
申
請
書
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
す
る

市
・
府
民
税

10
月
分
か
ら
本
徴
収
に

　

前
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人
は
、

10
月
か
ら
の
特
別
徴
収
税
額
が
変
わ

り
ま
す
。
ま
た
、
今
年
度
か
ら
特
別

徴
収
と
な
る
人
は
、
10
月
か
ら
特
別

徴
収
と
な
り
ま
す
。

対
象

　

４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
で
、
公

的
年
金
に
か
か
る
市
・
府
民
税
が

課
税
さ
れ
る
人

※
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
条

件
を
満
た
す
す
べ
て
の
人
が
対
象
。

手
続
き
不
要

※
公
的
年
金
に
係
る
税
額
に
限
る

◆
特
別
徴
収
が
継
続
さ
れ
る
場
合

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象

者
が
今
年
度
４
月
１
日
以
降
に
転
出

し
て
い
る
場
合
、
今
年
度
の
本
徴
収

が
継
続
さ
れ
、
次
年
度
分
の
仮
徴
収

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
税
額
が
変
更
さ

れ
た
際
に
特
別
徴
収
が
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
12
月
・
２
月

分
の
本
徴
収
変
更
の
際
に
限
り
、
特

別
徴
収
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

10
月
１
日
㈫
か
ら
地
方
税
共
通

納
税
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
開
始

対
象
税
目　

市
・
府
民
税
（
特
別
徴

収
分
、
退
職
所
得
に
係
る
納
入
）
、

法
人
市
民
税

※
利
用
方
法
な
ど
詳
し
く
は
ｅ
Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

10
月
１
日
㈫
か
ら

税
務
署
で
の
面
接
相
談
は

事
前
予
約
が
必
要
に

事
前
予
約
が
必
要
な
相
談

◦
還
付
手
続
き
な
ど
の
確
定
申
告

◦
修
正
申
告
・
更
正
の
請
求

◦
そ
の
ほ
か
個
別
相
談

※
希
望
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
電
話

な
ど
で
予
約

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

お
ト
ク
な
健
康
ア
プ
リ
「
ア
ス

マ
イ
ル
」
10
月
か
ら
本
格
実
施

　

１
月
か
ら
市
で
先
行
実
施
し
て
い

ま
し
た
が
、
10
月
か
ら
府
内
全
市
町

村
で
本
格
実
施
さ
れ
、
新
た
に
ク
ー

ポ
ン
機
能
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

朝
食
を
食
べ
る
、
歩
く
、
歯
を
磨

く
、
け
ん
し
ん
を
受
け
る
な
ど
の
健

康
活
動
で
ポ
イ
ン
ト
が
貯
ま
り
、
ポ

イ
ン
ト
で
飲
み
物
や
電
子
マ
ネ
ー
な

ど
が
当
た
る
抽
選
に
参
加
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
40
歳
以
上
の
市
国
民
健
康

保
険
加
入
者
は
特
定
健
診
を
受
診
す

る
と
、
電
子
マ
ネ
ー
な
ど
と
交
換
で

き
る
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
ま
す
。

参
加
方
法

◦
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
…
ア
プ
リ
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド

◦
専
用
歩
数
計
（
有
料
）
…
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
送

※
申
込
書
は
ア
ス
マ
イ
ル
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は

健
康
保
険
課
窓
口
で
配
布

※
詳
し
く
は
ア
ス
マ
イ
ル
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
参
照

問
合
先　

お
お
さ
か
健
活
マ
イ
レ
ー

ジ
ア
ス
マ
イ
ル
事
務
局

　

☎
０
６（
６
１
３
１
）５
８
０
４

新
し
い
大
阪
府
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
を
送
付

　

10
月
中
旬
に
新
し
い
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
（
緑
色
）
を
、
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
転
送
不
可
の
た
め
、
郵
便

局
に
転
送
届
を
提
出
し
て
い
る
場
合

で
も
市
役
所
に
返
戻
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

住
民
票
の
住
所
以
外
へ
送
付
を
希

望
す
る
場
合
、
健
康
保
険
課
窓
口
で

送
付
先
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

　

不
在
の
場
合
は
「
郵
便
物
等
ご
不

在
連
絡
票
」
が
ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ

ま
す
の
で
、
郵
便
局
へ
連
絡
の
う
え

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　

※�

11
月
１
日
㈮
午
後
３
時
以
降
は
健

康
保
険
課
で
受
け
取
り

◆
健
康
保
険
課
で
受
け
取
る
場
合

持
ち
物

　

顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
受
け
取
る
場

合
は
、
代
理
人
の
顔
写
真
付
き
本

人
確
認
書
類
が
必
要

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

「
差
額
で
減
塩
レ
シ
ピ
！
」

試
食
会
付
き
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
啓
発
講
座

　

門
真
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

を
対
象
と
し
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
の
講
座
で
す
。
「
生
活
習
慣
病

予
防
に
効
果
的
な
レ
シ
ピ
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
試
食
会
付
き
で
す
。

と
き　

10
月
31
日
㈭

◦
講
座
…
午
前
11
時
～
正
午

◦
試
食
会
…
午
後
０
時
15
分
～
１　

　

時
と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

試
食
会
メ
ニ
ュ
ー
（
予
定
）

　

鶏
チ
リ
、
春
雨
の
中
華
風
サ
ラ
ダ
、

青
菜
入
り
か
き
玉
ス
ー
プ
、
デ
ザ

ー
ト
、
ご
は
ん

費
用　

１
０
０
円

※
参
加
者
へ
粗
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

※
講
座
終
了
後
、
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー

ト
あ
り

申
込
方
法　

10
月
１
日
㈫
～
18
日
㈮

に
電
話
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
９

国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
者
証
を
更
新

　

11
月
１
日
㈮
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
、
10
月

16
日
㈬
か
ら
保
険
収
納
課
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。

　

仕
事
な
ど
で
業
務
時
間
内
に
来
庁

で
き
な
い
人
は
、
夜
間
交
付
窓
口
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き　

10
月
28
日
㈪
～
31
日
㈭

　

午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

持
ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
の
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
、

短
期
被
保
険
者
証

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

※
試
用
期
間
な
し

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

ま
た
は
問
い
合
わ
せ

市
立
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園

保
育
士
な
ど
の
登
録

◆
臨
時
的
任
用
職
員
（
①
保
育
士
②

保
育
教
諭
③
子
育
て
支
援
員
）

勤
務
時
間

　

月
～
土
曜
日
の
う
ち
週
５
日

　

午
前
７
時
30
分
～
午
後
７
時
の
う

ち
７
時
間
45
分

勤
務
場
所

　

浜
町
保
育
園
、
上
野
口
保
育
園
、

砂
子
み
な
み
こ
ど
も
園

対
象

①
保
育
士
の
資
格
が
あ
る
人

②
保
育
士
の
資
格
お
よ
び
幼
稚
園
教

諭
免
許
状
が
あ
る
人

③
子
育
て
支
援
員
の
認
定
証
が
あ
る

人
賃
金

①
②
時
給
１
１
６
０
円
～
１
３
１
５

円
※
前
歴
加
算
あ
り

③
時
給
９
８
３
円

申
込
方
法

　

履
歴
書
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
資
格

証
や
免
許
状
の
写
し
を
持
参

◆
非
常
勤
嘱
託
職
員

勤
務
時
間

　

月
～
土
曜
日
の
午
前
７
時
30
分
～

午
後
７
時
の
う
ち
２
～
４
時
間

内
容　

保
育
補
助

賃
金　

時
給
１
２
２
８
円
か
ら

申
込
方
法　

履
歴
書
を
持
参

市
立
幼
稚
園

幼
稚
園
教
諭
の
登
録

◆
臨
時
的
任
用
職
員

勤
務
時
間　

平
日

①
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
う

ち
７
時
間
45
分

②
午
前
８
時
～
午
後
５
時
30
分
の
う

ち
６
時
間
以
内

勤
務
場
所　

大
和
田
幼
稚
園

対
象

　

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
が
あ
る
人

賃
金

　

時
給
１
１
６
０
円
～
１
３
１
５
円

※
前
歴
加
算
あ
り

申
込
方
法　

履
歴
書
、
幼
稚
園
教
諭

免
許
状
の
写
し
を
持
参

申
込
・
問
合
先　

保
育
幼
稚
園
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
７
５
７

市役所の日曜相談窓口（10月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー
27日㈰
午前10時～
正午

業�務内容　通知カード・個人番号カードの
交付、マイナンバーに関する相談
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

27日㈰
午前10時～
午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など
※�離職した人、代理人の申請時は別途必要
書類あり
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税納付
※証明書の発行などは不可
相談・問合先
　納税課　☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険
料・後期高齢
者医療保険料
納付　　　　

※�南部市民センターでも受付可。ただし、
納付書・保険証の発行は不可のため後日
郵送
相談・問合先
　保険収納課　☎０６(６９０２)５９３９

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄
本、戸籍附票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑の
登録と廃止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身
分に関する証明、不在住証明書

◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、印鑑登録証明書、
住民票記載事項証明書、年金現況届の証明、住居表示
証明書

※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

QRコードから
アプリの

ダウンロード可

10月11日㈮～20日㈰は全国地域安全運動
◆秋の全国地域安全運動決起キャンペ
ーン
　啓発ティッシュの配布やめぐみ幼稚
園の鼓笛隊、ガラスケも駆け付けます。
とき　10月11日㈮午前10時から
※雨天中止
ところ　京阪門真市駅前
主催　門真市防犯連合協議会
◆元年度全国地域安全運動犯罪追放！
門真市民決起大会
　ひったくり防止カバーなどを先着
200人に配布します。
とき　10月11日㈮午後７時～８時
ところ　市民プラザ
共催　門真市自治連合会、門真市、門
真警察署、門真市防犯連合協議会

問合先　文化・自治振興課
　☎０６(６９０２)６０３４

◆自動車ナンバープレート盗難防止ね
じ無料取り付けキャンペーン

とき　10月19日㈯午前10時から
ところ　コーナン門真大橋店　２階駐
車場（大橋町27-35）

取付台数　30台（無くなり次第終了）
◆ひったくり防止カバー無料取り付け
キャンペーン

　自転車で来場した人に無料で取り付
けます。
とき　10月11日㈮午後３時～３時30分
※雨天中止
ところ
　ライフ門真店（島頭３丁目４-１）
取付台数　100台（無くなり次第終了）
主催　門真警察署

問合先　門真警察署生活安全課
　☎０６(６９０６)１２３４

保

険

税

金

募

集
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